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議案 第３ ６や

ひた ちな か市 職員 の勤 務ｌか間 ，休 皸等 に関 する 条Ｍ の一 部を 改ｊＥする

条例制定につ いて

ひた ちな か市職員 の勤務時戛に休Ｒ等に 関す る条例の 一部 を改 ＩＥ する 条例 をｊ３１」紙

フつ とお り制 定す る。

平成 ３１ 年　 ２ｊ ２７ 日　 提出

平成　　半 回 口 議決

ひた ちな か市長　 大　谷 明



ひた ちな か市条例第　　昜

ひた ちな か市職員 の勤 務時 間， 休皸等に 関す る条 例の 一部 を改 ‾瓦する

条例

ひた ちなか市職員 の勤務時回， 休り等に 関す る条例（平成 １４ 年条例第 ４５ そ）

の一 部を 次の よう に改 ｊＥＥす る。

第７ 条に 次の １項 を加 える。

３　 前項 に規定す るも のの ほか，同 項に規定する ｍ規の勤務時間以外の 時間 におけ

る勤 務に 関し 必要 な事 項は ，規 則で 定め る。

付　則

この 条例 は， 平成 ３１ 年４ 大ｊ ’１ 日か ら施 行す る。

２



Ｑ

参考資料

ひた ちなか市職員の勤務時回， 休り等に関す る条例新 ＼ロ 対照表

旧 新 備為

ＯＥ規の勤務時間け外の時間における勤務）

第７ 条　 任命権者 は， 市長 （労働基準法 （ｍ口２ ２年法律第４ ９号）ｙ表第１

第１ 号か ら第 １０ 号ま で八び第 １３ 号か ら第 １５ 号ま でに掲げ る事業に あっ

ては，労働基準ｔ督署長） の許鳫を受けて， 第２ 条から第 ５粂までに規定す

る勤務時笥（八下 「：χ．Ｅ規の勤務｜寺黠」と いう 。） 髟、外の時笥において職員に

設備等の保全，外部と の連絡八び文書の収受 を目 的と する 勤務その他の規則

で定める 断続的な勤務をするこ とを命ずるこ とができ る。 ただ し， 肖該職員

が育児短時間 勤務職員等で ある ４合 にあ って は， 包務 の運営に 若し い支 障が

生ず ると 認め られ る場合と して 規則 で定 める 場合 に限 り， 肖該断続的な 勤務

を命ずる こと がで きる。

２　 任命権者は， な務のため覧時又は緊急の必がかおるＪ呂合には，ｉＥ規の勤務

時間八外の時愾において職員に前項に掲げる勤務八外の勤務をする こと を命

ずる こと がで きる 。た だし ，ち該職員が育児短時笥勤務職員等であ る場合に

あっ てはこと務の 兼営 に著 しい 支障が生ずる と認 めら れる 蘓合 とし て規則で

定め る４合に限り ，ｍ規の勤務時間 谿、外の時間 において 回項に掲げる 勤務八

外の勤務 を命ずる こと がで きる。

ｋ

（ｉＥ規の勤務時間諂、夕｜ヽ の時間におけ る勤務）

第７ 条　 任命権者 は， 市長 （労働基準法 （昭和２ ２年法律第４ ９硲）ＳＩ」 表第１

第１ 号か ら第 １０ 号ま で及び第 １３ 号から第 １５ そま でに掲げる事業にあっ

ては，労働・準ｔ督署 長） の許‾僞を受 けて ，第 ２気から 第５ 条ま でに規定す

る勤務時間（以下 「ｊこ規の勤務時間」 とい う。 ）以外の時間において職員に

鼈備等の保全，夕ｔヽ 部と の連絡及び文書の牡受を目 的と する勤務その他の規則

で定める 蔀続的な勤務をするこ とを命ずるこ とができ る。 ただ し， 肖該職員

が育児短時間勤務職員等である 場合にあ って は， な務の運営に著しい支障が

生ず ると 認め られ る場合と して 規ｍ で定 める 場合 に限 り， 范該断続的な 勤務

を命ずる こと ができる。

２　 任命権者は， 公務のた め臨時又は緊急の必要かおる場合にはごを規の勤務
毀覃Ｗ、外の時獸において職員に前項に掲げる勤務江夕１ヽの勤務をするこ とを命
ずる こと がで きる 。ただし ，当該職員が育児短時間勤務職員等であ る場合に

あっ ては，価務の を営 に著 しい支懾が生ずる と售めら れる 場合 とし て規則で

定め る場合にｍり ，止規の勤務時間鈔、外の時笥において回項に掲げる勤務ふ

外の勤務 を命ずる こと がで きる。

３　 前項に規定するもののほか，回項に規定するｆ規の勤務時間八夕卜の時間に

おけ る勤務に関し必ダな事項は，規則で定め る。


